
 

 株式会社 テクノ中部  行動計画 

 

 

      社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画

を策定する。 

 

１．計画期間 ２０２４年４月１日 ～ ２０２6年３月３１日までの 2年間 

 

 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

●２０２４年 ４月～ 男女ともに育児休職等を取得しやすい職場環境づくりのため、

対象者のみならず上長へも社内制度や公的機関による休業補償

等を周知し取得の促進を啓発する。 

          ・短期間かつ複数回で育児休職の取得が可能であることを周知す

る。 

・特別休暇であるイクメン休暇取得を積極的に活用するとともに 

引き続き育児休職の取得が図れるように、各職場における休職 

者の業務カバー体制を検討する。 

・子の養育目的でサポート休暇の取得が可能であることを周知す

る。 

          ・育児休職体験談を社内発信し、育児休業を取得しやすい職場環境

の醸成に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

目標１：育児休職の取得について、次の水準にする。 

男性：男性従業員の育児休職取得率（５０％以上） 

女性：女性従業員の育児休職取得率（１００％） 

 

 



 

 

 

 

＜対策＞ 

●２０２４年 ４月～ ・従業員のニーズ調査、検討を行う。 

・会社制度の拡充を検討する。 

産前産後休業の賃金支給率変更（８０％⇒１００％） 

子の対象年齢の拡大など（時短勤務等における子の対象 

年齢の拡大等）  

 

●２０２5年 ４月～ ・制度を導入するとともに、社内報などによる社員への周知を 

行う。 

 

 

目標 2：育児休職制度を拡充する。  

 

 


